
令和4年6⽉から、ペットショップなどからMCを装着した⽝・猫を迎え⼊れた時は、
 新しい飼い主が所有者情報を変更しなければいけません。

登録⽅法等は、公益社団法⼈⽇本獣医師会の
 「⽝と猫のマイクロチップ情報登録」のサイトをご確認ください。

読み取り

デメリット

マイクロチップを
装着しましょう！

URL　 https://reg.mc.env.go.jp

直径1mm、⻑さ10mm程の

⼩さな電⼦標識器具で

15桁の番号が記録されています。

15桁の番号を

マイクロチップ(MC)リーダーで

読み取り、データベースに

照合することで

飼い主情報が判明します。

迷⼦や災害時など
 はぐれても再会できる
     可能性が⾼い。

メリット

飼い主情報を環境省の
データベースへ登録しましょう！

��MCは動物病院で⼊れることができます。

��装着場所は、動物の⾸の後ろの

 ⽪下にマイクロチップ装着⽤の

 シリンダーを⽤いて挿⼊します。

⾸輪や迷⼦札のように外れる
      ⼼配はない。

MCを装着しているか、
  外⾒からは
     分からない。

マイクロチップリーダーは
⾏政機関や動物病院などに

あります。

※MCの入っていない犬や猫の場合は努力義務

登録

装着

登録制度

マイクロチップとは？


